
関ケ原町告示第１９号

令和８年度関ケ原町一般廃棄物処理実施計画

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」という。）第６条第

１項及び関ケ原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成５年関ケ原町条例第１４号。以下「条

例」という。）第４条第３項の規定により、令和８年度の一般廃棄物処理計画を定め、下記のとおり

告示する。

令和８年４月１４日

                           関ケ原町長  西 脇 康 世

記

Ⅰ 一般廃棄物処理の基本事項

１ 処理の基本方針

（１） 生活系一般廃棄物は、排出者自ら処分できるもののほかは、法及び条例の定めるところ

により、関ケ原町が処理する。

（２） ごみは、可燃物と不燃物とに分け、資源として再生利用できるものは分別回収すること。

また、住民の自主的な排出抑制等を促進しごみの減量化に努めるものとする。

（３） 生活系一般廃棄物のうち、家屋の修繕等に係るがれきは、排出者が自らの責任において、

関ケ原町の施設を利用して処分するものとする。

（４） 事業系一般廃棄物は、事業者自らが処分することを原則とするが、これによりがたいと

きは、法及び条例の定めるところにより、関ケ原町の施設を利用して処分するものとす

る。

２ 処理区域

   関ケ原町全域

３ 計画期間

   令和８年４月１日～令和９年３月３１日

４ 処理計画量



（１）ごみ発生量                            単位：ｔ／年

種  類

発 生 量 昨年度実績

生活系
事業系 計

生活系
事業系 計

収集 拠点 収集 拠点

可 燃 ご み ８６０ ４４０ １３００ ８５２ ４３０ １２８２

不 燃 ご み ５８ ４５ １０３ ５７ ４２ ９９

粗 大 ご み ５８ ５８ ５７ ５７

資 源 物 １８６ ７０ ２５６ １７２ ５５ ２２７

ビン類 ３６ １ ３７ ３５ １ ３６

缶 類 ８ ４ １２ ７ ３ １０

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ １２ ５ １７ １１ ４ １５

発泡ｽﾁﾛｰﾙ ２ ２ １ １

新 聞 ３５ １５ ５０ ３２ １０ ４２

雑誌類 ２４ １５ ３９ ２３ １２ ３５

ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ ２１ ２０ ４１ ２０ １９ ３９

布 類 ７ １０ １７ ６ ６ １２

シュレッダー ３ ３ ２ ２

小 型 家 電 ５ ５ ７ ７

プラスチック ３３ ３３ ２８ ３２

が れ き 類 ２ ２ ２ ２

合   計 １１６４ ７０ ４８５ １７２８ １１４０ ５５ ４７２ １６７１

Ⅱ 一般廃棄物の処理主体

   （生活系一般廃棄物）

種  類 処理区分
処 理 主 体

収集運搬 処理

可 燃 ご み 焼却処理 委託 関ケ原衛生(有) 関ケ原町

不 燃 ご み 破砕処理
委託 関ケ原衛生(有) 関ケ原町

粗 大 ご み 破砕処理

発泡スチロール 溶融処理 関ケ原町 関ケ原町

資 源 物 再資源化

委託 関ケ原衛生(有)
(株)光商会
(有)岐北

許可 関ケ原衛生(有)
拠点回収 エコス

関ケ原町

が れ き 類 埋立処理 排出者 関ケ原町



（事業系一般廃棄物）

種 類 処理区分
     処 理 主 体

収集運搬 処理

可 燃 ご み 焼却処理
許可 関ケ原衛生有限会社

許可 (株)名晃（３事業所限定）
排出者

関ケ原町

不 燃 ご み 破砕処理

Ⅲ 処理計画

１ ごみ処理実施計画

（１） 処理人口及び世帯数（令和８年３月３１日現在）

処   理   人   口 世   帯   数

５，９６３人 ２，６２４世帯

（２）ごみの排出抑制・再資源化計画

・ 分別回収事業を行い、各事業を推進することにより、ごみの排出抑制・再資源化を図

る

  資源分別回収計画（処理フロー）

品 目 収集運搬業者 中間処理・再生業者 備 考

ビ   ン 関ケ原衛生㈲ 丸硝(株) 拠点回収（エコス）

缶 関ケ原衛生㈲
日新興業(株)
今村金属(株) 拠点回収（エコス）

ペットボトル 関ケ原衛生㈲ (株)日本環境管理ｾﾝﾀｰ 拠点回収（エコス）

紙・布類

関ケ原衛生㈲ 北勢商事(株) 拠点回収（エコス）

㈱光商会
(株)イビ

A、B、D地区
㈲岐北 C地区

発泡スチロール 関ケ原町 養老ドリームパーク

小型家電 関ケ原町 (株)トーエイ
拠点回収（関ケ原町ス

トックヤード）

（３）収集・運搬計画                      （ｔ／年）

ごみの種類 収集運搬量 収集区域 収集回数 収集方法

生

活

系

ご

み

可燃ごみ ８６０

町全域

週１回

ｽﾃｰｼｮﾝ回収

（一部拠点回収）

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ３３ 月２回

不燃ごみ ５８ 月１回

粗大ごみ ５８ 年４回

ビン類 ３６ 月１回

缶類 ８ 月１回

ペットボトル １２ 月１回

発泡ｽﾁﾛｰﾙ ２ ２ヶ月に１回

紙・布類 ９０ 月１回

小型家電 ５ 随 時 拠点回収

直接搬入ごみ ９ 排出者が自ら搬入



ごみの種類 収集運搬量 収集区域 収集回数 収集方法

事

業

系

可燃ごみ ４４０
町全域

週１～２回
個別収集

不燃ごみ ４５ 月１回

直接搬入ごみ １００ 排出事業者自らが搬入

（４）搬入される廃棄物の搬入業者別の内訳             （ｔ/年）
搬入者 種類 搬入予定量 昨年搬入実績 保有車輌台数

生

活

系

ご

み

関ケ原衛生(有)

可燃ごみ ８６９ ８５２ パッカー ３台

ダンプ  １台ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ３３ ３２

不燃ごみ ５８ ５７

粗大ごみ ５８ ５７

ビン類 ３６ ３５

缶類 ８ ７

ペットボトル １２ １１

紙・布 ０ ０

小型家電
０

０

発砲スチロール ２ １

関ケ原町 小型家電 ５ ７ トラック １台

(株)光商会
紙・布類 ９０ ８３

トラック ２台

(有)岐北 トラック １台

事

業

系

関ケ原衛生(有) 可燃ごみ ４１８ ４０８ パッカー １台

(株)名晃 可燃ごみ ３０ ２２ パッカー ２台

（５）中間処理計画

   可燃ごみ

    ①施設の概要 施設名称  養老ドリームパーク

            所在地   養老郡養老町有尾字下池４５６－３１３

            処理方式  流動床式ガス化溶融システム

            処理能力  ８０ｔ／２４ｈ（４０ｔ／２４ｈ×２基）

    ②溶融スラグ発生量  

見込量    ４９ｔ／年（ごみ量の２．７％）

            利用方法   資源利用

    ③飛灰処分量

見込量    ７３ｔ／年（ごみ量の４．２％）

            処分方法   埋立処分

    ④不燃残渣量

見込量    ５５ｔ／年（ごみ量の３．０％）

            処分方法   埋立処分



   不燃・粗大ごみ

    ①施設の概要  施設名称  西南濃粗大廃棄物処理センター

            所在地   養老郡養老町有尾字下池４５６－２３５

            処理方式  破砕処理 二軸剪断式破砕機、横型回転式破砕機

            処理能力  ７０ｔ／５ｈ  

    ②最終処分量  

            見込量    ６０ｔ／年

           処分方法   埋立処分

Ⅳ し尿・浄化槽汚泥

（１） 計画処理量

項目
令和８年度計画発生量 令和７年度実績

基数 発生量 基数 実績量（ｋℓ） 清掃率

し尿 １９６ ５３２ ２０５ ５４６．５ ―

浄化槽 ４３０ １，４６３ ４４４ １，４３５ １００．０％

（２） 業者別 し尿・浄化槽

業者 項目
令和８年度計画発生量 令和７年度実績

基数 発生量（ｋℓ） 基数 発生量（ｋℓ） 清掃率

トバナ産業

（株）

し尿 ０ ０ ２ ０．５ ―

単独 ０

１７．０

０

１７．４ １００．０％小型合併 ０ ０

大型 ２ ２

関ケ原衛生

(有)

し尿 １５５ ４７０ １６０ ４８０ ―

単独 １５６

９７０

１６１

９９０ １００．０％小型合併 １４４ １４９

大型 ２ ２

光商会

し尿 ４１ ６２ ４３ ６６ ―

単独 ６９

４７６

７１

４２８ １００．０％小型合併 ５６ ５８

大型 １ １

(有)岐北

し尿 ０ ０ ０ ０ ―

単独 ０

０

０

０ ―小型合併 ０ ０

大型 ０ ０



（３）生活排水処理計画

処理形態 処理人口

計画処理区域内人口 ５，９６３

水洗化・生活排水処理人口 ５，０５６

下水道 ４，０７５

合併処理浄化槽 ４１３

コミュニティ・プラント ０

農業集落排水施設 ５６８

水洗化・生活排水未処理人口（単独処理浄化槽） ４１３

非水洗化人口 ５１５

（４）収集・運搬計画

し尿の収集運搬は、法第７条に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が、計画収集区域

内において、許可業者ごとに別表のとおり区域を定めておこなうもとする。

浄化槽汚泥の収集運搬は、浄化槽法第３５条に基づく浄化槽清掃業の許可を受け、かつ法第７条

に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が、一体の業務としておこなうものとする。収集

区域は、し尿の収集運搬区域に準ずるものとする。

（収集運搬量の見込、回数、方法など）

  種 類 収集運搬量 収集区域 収集回数 収集方法

し  尿   ５３２ｋｌ

別表のとおり

月１回程度

ﾊﾞｷｭｰﾑ式収集運

搬車による個別

方式

浄化槽汚泥 １，４６３ｋｌ 随 時

ﾊﾞｷｭｰﾑ式収集運

搬車及び汚泥濃

縮車による個別

方式

（搬入業者別内訳表）

搬入者 種別 搬入予定量（kl/年） 保有車両台数

関ケ原衛生(有)
し尿 ４７０ 糞尿車 ５台

濃縮車 １台浄化槽汚泥 ９７０

トバナ産業(株)
し尿 ０

糞尿車 １２台
浄化槽汚泥 １７

(株)光商会
し尿 ６２ 糞尿車 ７台

濃縮車 １台浄化槽汚泥 ４７６

(有)岐北
し尿 ０ 糞尿車 ３台

濃縮車 １台浄化槽汚泥 ０



（５）中間処理計画

  ①施設の概要  施設の名称  大垣衛生センター

          所在地    大垣市荒川町８５２

          処理方式   高負荷脱窒素処理

          処理能力   ３４０ｋｌ／日

  ②最終処分量

            見込量     １２６ｔ／年

          処分方法    脱水処理後焼却処分


